
交付手続き 

見　本 

■交付開始日 ８月１５日（木） 

■交付場所 役場税務課 

■交付対象者 ・原付を新規登録される方 
 ・従来のナンバープレートからかさまるくんナンバープレートへの交換 
 　を希望される方 
 　（交換すると、ナンバーは現在ご使用のものから変わります） 

■登録手続きに必要なもの 

新規登録する場合  

原付を購入 原付を譲り受ける 
従来のナンバープレートから交換 

・販売証明書 
　（販売店が発行） 
・自賠責保険証 
・所有者の印鑑 

※希望者には引き続き、従来のナンバープレートも交付
できますので、どちらかを選択してください。 
 

・譲渡証明書 
　（旧所有者の押印済みのもの） 
・自賠責保険証 
・新所有者の印鑑 

・現在使用しているナンバープレート 
・標識交付証明書 
・自賠責保険証 
・所有者の印鑑 

※自賠責保険の変更手続きが必要とな
る場合がありますので、ご加入の保険
会社などにご確認ください。 

      町マスコットキャラクター 

「かさまるくん」の誕生日の8月15日から、 
かさまるくんと町の花「さくら」をデザインした 

笠松町オリジナル標識（ナンバープレート） 

を交付します。 

新規登録や旧標識からの交換もできます。 

手数料は無料です。 
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